
職員からの苦情相談の流れ

<相談終了> <相談終了>

<相談終了>

苦情相談の受付
（文書または口頭）

　一般職の職員（会計年度任用職員等も含む。）
　※企業職員および技能労務職員は除きます。

苦情相談（面談形式）

あっせん
（当事者
間の話合
いを含
む。）

関係当時
者に適切
な配慮を
要請

当局に改
善すべき
点がある
場合

相談者に
誤解等が
ある場合

事情聴取のみで相談者が納得

<相談終了>

公平委員
からの制
度説明お
よび助言
等

当局へ伝
達（管理
運営事項
等）

公平委員会の指導、監督のもと、関係当事者（人事
に関わる部署、所属部署等）からの事情聴取、照会
その他の調査

当局に改
善を要請

相談者に連絡

<相談終了>

相談者の同意 相談者の不同意

<相談終了>


